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参考資料３ 

 

海洋基本計画（平成 25年４月）（抜粋） 

 
第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に

講ずべき施策 

１ 海洋資源の開発及び利用の推進 

（１）海洋エネルギー・鉱物資源の開発の推進 

ア 海洋エネルギー・鉱物資源調査の加速 

○広大な我が国管轄海域における海洋エネルギー・鉱物資源の賦存量・賦存状況

把握のため、海洋資源調査船「白嶺」、三次元物理探査船「資源」、新たに建造

される海底を広域調査する研究船等に加えて、主に科学掘削を実施している地

球深部探査船「ちきゅう」の活用も含め、関係省庁連携の下、民間企業の協力

を得つつ、海洋資源調査を加速する。 
 

イ 共通基盤等の整備 

○「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の改定について、これまでの実施状況

等を踏まえ、関係府省連携の下、必要に応じ所要の措置を講ずる。 
○広域科学調査により、エネルギー・鉱物資源の鉱床候補地推定の基礎となるデ

ータ等を収集するため、海底を広域調査する研究船、有人潜水調査船、無人探

査機等のプラットフォーム及び最先端センサー技術を用いた広域探査システ

ムの開発・整備を行うとともに、新しい探査手法の研究開発を加速するなど、

海洋資源の調査研究能力を強化する。 
○資源開発の産業化を推進するとともに国際競争力を強化するため、関係府省の

連携の下、海洋エネルギー・鉱物資源関係の調査・探査・研究開発等の成果を

集約するとともに、我が国の有する他の分野の先端技術を結集して資源開発に

活用する。 
○海洋資源の開発及び利用や海洋調査等が、本土から遠く離れた海域においても

安全かつ安定的に行われるよう、遠隔離島（南鳥島及び沖ノ鳥島）において輸

送や補給等が可能な活動拠点を整備するとともに、将来の海洋資源輸送方法を

視野に入れた活動拠点の利活用に向けた検討を進める。 
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○資源供給国に対する政府一体となった働きかけ、資源国に対する協力のパッケ

ージ化や、資源権益獲得に対する資金供給の機能強化等を通じ、官民のリソー

スを最大限いかして資源の確保をより戦略的に進める。 
 

ウ 石油・天然ガス 

○日本周辺海域の探査実績の少ない海域において、石油・天然ガスの賦存状況を

把握するため、三次元物理探査船「資源」を活用した基礎物理探査（6,000km2/

年）及び賦存可能性の高い海域での基礎試錐を機動的に実施する。 
○「資源」による基礎物理探査や平成25年度に実施する新潟県佐渡南西沖の基礎

試錐の成果等を民間企業に引き継ぐことにより、探鉱活動の推進を図る。 
 

エ メタンハイドレート 

○日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートを将来のエネ

ルギー資源として利用可能とするため、海洋産出試験の結果等を踏まえ、平成

30年度を目途に、商業化の実現に向けた技術の整備を行う。その際、平成30年

代後半に、民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトが開始されるよ

う、国際情勢をにらみつつ、技術開発を進める。 
○日本海側を中心に存在が確認された表層型のメタンハイドレートの資源量を

把握するため、平成25年度以降３年間程度で、必要となる広域的な分布調査等

に取り組む。 
 

オ 海底熱水鉱床 

○国際情勢をにらみつつ、平成30年代後半以降に民間企業が参画する商業化を目

指したプロジェクトが開始されるよう、既知鉱床の資源量評価、新鉱床の発見

と概略資源量の把握、実海域実験を含めた採鉱・揚鉱に係る機器の技術開発、

環境影響評価手法の開発等を推進するとともに、その成果が着実に民間企業に

よる商業化に資するよう、官民連携の下、推進する。 
 

カ コバルトリッチクラスト及びマンガン団塊並びにレアアース 

○コバルトリッチクラスト及びマンガン団塊の資源量調査と生産関連技術につ

いて、国際海底機構が定めた探査規則を踏まえ、調査研究に取り組む。特に、

コバルトリッチクラストについては、海底熱水鉱床についての取組の成果も踏

まえ、具体的な開発計画を策定した上で取り組む。 
○レアアースを含む海底堆積物については、将来のレアアース資源としてのポテ

ンシャルを検討するための基礎的な科学調査・研究を行う。また、平成25年度

以降３年間程度で、海底に賦存するとされるレアアースの概略資源量・賦存状

況調査を行う。さらに、高粘度特性と大深水性を踏まえ、将来の開発・生産を

念頭に広範な技術分野の調査・研究を実施する。  
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７ 海洋科学技術に関する研究開発の推進等 

（１）国として取り組むべき重要課題に対する研究開発の推進 

イ 海洋エネルギー・鉱物資源の開発に関する研究開発 

○広域科学調査により、エネルギー・鉱物資源の鉱床候補地推定の基礎となるデ

ータ等を収集するため、海底を広域調査する研究船、有人潜水調査船や無人探

査機等のプラットフォーム及び最先端センサー技術を用いた広域探査システ

ムの開発・整備を行うとともに、鉱床形成モデルの構築による新しい探査手法

の研究開発を推進するなど、海洋資源の調査研究能力を強化する。 
○我が国の領海、排他的経済水域等を対象に、地質学、地球物理学的な調査研究

を実施し、基礎となる海洋地質情報の整備、海洋エネルギー・鉱物資源の成因

や生成条件、各種含有元素の起源等の解明を通じて、資源のポテンシャルを明

らかにするよう取り組む。 
○海洋エネルギー・鉱物資源の開発に当たっては、我が国の広範な産業界の知見

を結集して、取り組むよう努める。海底熱水鉱床やコバルトリッチクラスト等

の海洋鉱物資源開発について、対象鉱物ごとのプロジェクトの進捗を踏まえつ

つ、共通課題である「採鉱（集鉱含む）」、「揚鉱」及び「選鉱・製錬」等の生

産技術の研究開発を推進する。 
 
  



 4 

 
８ 海洋産業の振興及び国際競争力の強化 

（２）新たな海洋産業の創出 

ア 海洋資源開発を支える関連産業 

①海洋資源開発関連産業の育成 

○沖合大水深下での石油・天然ガス等の開発プロジェクトについて、今後導入が

本格化すると見込まれる浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備や、洋上の生産

設備に人や物資を効率的に輸送するために必要となる洋上ロジスティックハ

ブの実現に向け、海運業・造船業等と連携しつつ、必要な技術開発や人材育成、

安全評価要件の策定、巨大な資源開発プロジェクトへの参入を実現する仕組み

の検討等を実施し、国際競争力を有する海洋資源開発関連産業の戦略的な育成

を行う。 
②海洋エネルギー・鉱物資源開発の産業化 

○我が国海洋資源開発関連産業の戦略的育成や同産業と既存の資源産業との連

携を通じ、世界に先駆け、海洋鉱物資源開発を産業化する。その際、国家存立

基盤に関わる技術とされている深海底探査・生産技術等の開発成果を活用し、

産業への応用展開を図る。 
○メタンハイドレートの開発については、海洋産出試験の結果等を踏まえ、平成

30年度を目途に、商業化の実現に向けた技術の整備を行う。その際、平成30年

代後半に民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトが開始されるよう、

国際情勢をにらみつつ、技術開発を進める。 
○海底熱水鉱床についての実海域実験も含めた継続的な技術開発を実施すると

ともに、取組の進ちょく状況を踏まえて、新たな技術的課題の解決について有

力な技術を有する民間企業を幅広く加えるなど、産業化の実現に向けた検討を

推進する。 
 
イ 海洋情報関連産業の創出 

○我が国の技術により、海洋資源の開発等に必要となる機器開発を推進するとと

もに、海洋調査に民間企業が幅広く参画できる体制や海外展開に向けた検討を

実施するなど、海洋調査産業の振興を図る。 


